
２０２４年１２月１日午後４時から２０２５年１２月１日午後４時まで

東京大学医学部鉄門倶楽部の会員

保険の対象となる方(被保険者)ご本人と､そのご家族
※詳しくはe-CHOICE(ネット募集システム)のお手続き画面等に記載の
｢保険の対象となる方(被保険者)について｣をご確認ください｡

ご指定の口座より毎月引き落とします｡

個人賠償責任
型 家族型

保険金額 国内︓無制限､国外︓１億円 ー

弁護士費用等
(人格権侵害等)

型 家族型
保険金額 300万円 300万円

保険料(月払) 470円 220円

保険期間︓１年間､
※ご加入口数は１口のみです｡

※個人賠償責任の補償内容については､e-CHOICE(ネット募集システム)のお手続き画面等をご確認ください｡

個人賠償責任と弁護士費用等(人格権侵害等)の両方にご加入になる場合は､A15タイプを選択してください｡

*1 ストーカー行為､いじめ､嫌がらせ等によって精神的苦痛を被ったことを､警察へ提出した被害届等によって､その事実を客観的に証明で
きる場合にかぎります｡職場での嫌がらせについては､保険金をお支払いしません｡

*1 痴漢冤罪を証明するための弁護士費用等は対象外となります｡



※このチラシは､団体総合生活保険の概要についてご紹介したものです｡ご加入(同じ内容で更新する場合を含みます｡)にあたっては､必ず｢重要事項説明書｣
をよくお読みください｡ ｢重要事項説明書｣には､ご加入または更新される保険の商品内容をご理解いただくために特に重要な情報､および､お客様にとって
不利益となる事項等､特にご注意いただきたい情報を記載しております｡ご不明な点等がある場合には､代理店までお問い合わせください｡団体総合生活保
険の内容等については､e-CHOICE(ネット募集システム)のお手続き画面等にてご参照できます｡
※保険の対象となる方またはその家族が､補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには､補償が重複することがあります｡

代理店

お問い合わせはこちらまで

東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社
公務広域法人部医療福祉チーム(担当︓三國･石本)
住所︓〒104-0033

東京都中央区新川1-8-6 秩父ビルディング6階
TEL︓0120-126-323
FAX︓03-4332-4014
受付時間︓平日 午前9時〜午後5時

【引受保険会社】
東京海上日動火災保険株式会社
担当課︓東京中央支店企業営業チーム(担当︓菅･田島)
住所︓〒108-6111

東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟 11階
TEL︓03-5781-6577
FAX︓050-3385-6519
(受付時間︓平日 午前9時〜午後5時)

24TX-001213 2024年6月

いずれも
土日祝･

年末･年始を除く

受 付 時 間 :

･いじめ･嫌がらせ等に関する相談サービス︓
午前10時〜午後6時

いじめや嫌がらせ､痴漢に遭われたときや痴漢と間違われたとき等に､
対応方法について提携の弁護士にお電話にてご相談いただけます｡

弁護士費用等(人格権侵害等)にご加入いただいた場合

※本サービスは保険の対象となる方に限りご利用いただけます｡
※職務遂行に関する精神的苦痛および職場における嫌がらせによる
精神的苦痛は対象外です｡

いじめや嫌がらせ等の被害に関する対応方法(加害者への損害賠償請求､
弁護士からの文書送付等)について弁護士に電話で相談できます｡
※弁護士のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります｡

以下のいずれかの行為による精神的苦痛に対する相談を対象とします｡
･いじめ ･嫌がらせ ･痴漢 ･ストーカー行為
･自由､名誉､プライバシーまたは肖像権の侵害

痴漢に遭われたときや痴漢と間違われたときに､駅のホームや駅員室等から､
その場での対応方法について弁護士に電話で相談できます｡
なお､弁護士との接見および事故現場への駆けつけを行うものではありません｡

･痴漢被害･冤罪に関する緊急相談サービス︓
午前7時30分〜午前9時30分／
午後5時〜午後10時

･ご相談のご利用は､保険期間中にご相談内容の事柄が発生しており､かつ現在に至るまで保険契約が継続している場合に限ります｡
･ご相談の対象は､ご契約者､ご加入者および保険の対象となる方(法人は除きます｡)､またはそれらの方の配偶者*1･ご親族*2の方(以下サー
ビス対象者といいます｡)のうち､いずれかの方に日本国内で発生した身の回りの事象(事業活動等を除きます｡)とし､サービス対象者からの直接
の相談に限ります｡
･一部の地域ではご利用いただけないサービスもあります｡
･各サービスは､東京海上日動がグループ会社または提携会社を通じてご提供します｡
*1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質

を備える状態にある方を含みます｡婚約とは異なります｡
*2 6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます｡

※サービスの内容は変更･中止となる場合があります｡
※サービスのご利用にあたっては､グループ会社･提携会社の担当者が､｢お名前｣｢ご連絡先｣｢団体名｣等を確認させていただきますのでご了承願います｡
※その他のサービスはe-CHOICE(ネット募集システム)のお手続き画面等に記載の｢サービスのご案内｣をご確認ください｡


